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令和５年５月 

 

新型コロナウイルス感染症の 5類感染症移行後の注意事項（利用ルール）について 

 

皆様にお願いしておりました従来の感染対策のルールは、令和５年５月８日以降は廃止

とします。 

 

今後の学校施設を利用する際には、次の内容にご留意ください。 

 

＜基本事項＞ 

① 新型コロナウイルス感染症が陽性と診断された方は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの

症状が軽快して、24時間程度が経過するまでは、ご利用をお控えください。 

② マスクの着用については個人の判断とします。 

 

なお、新型コロナウイルス感染症が 5類感染症に位置付けられてからも、ウイルスそのも

のの感染性や病原性が変わるわけではありません。 

感染拡大を防ぐため、引き続き、基本的な感染対策（手洗い・換気など）の継続を各自の

ご判断でお願いいたしします。 
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